
e-kanagawa電子申請システムの利用者登録をせずに、

コミュニティホール利用者（団体）の登録申請（新

規・変更・抹消）される方はこちらから進んでくだ

さい。

e-kanagawa電子申請システムの利用者登録をされる方は、

こちらよりお進みください。

そのあとに、利用者IDでログインし、コミュニティホール利用者（団

体）の登録申請（新規・変更・抹消）の操作に進んでください。

※利用者登録せずに、コミュニティホール利用者（団体）の登録申請

（新規・変更・抹消）にすすむことも可能です。

このページでは、e-kanagawa電子申請システムの利用者登録について、

登録するか登録しないかをお選びいただき、それぞれお進みください。


